
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福井県共同募金会では、地震発生直後の 3 月 14 日から「全国災害た

すけあい」として義援金の募集を開始し、県内の個人や企業・団体から、

平成 25 年 2 月 28 日までに 1,124,097,872 円ものご寄付が寄せられ全額

を被災地にお届けしています。 

ご寄付いただいた義援金は、被災の程度に応じて、世帯単位で被災さ

れた方に公平に配分され、それぞれの暮らしを立てなおすために役立て

られています。 

また、全国の義援金は 3,637 億円に達し、その 99％にあたる 3,558 億

円が被災地の都道府県に送金され、市町村送金分の 95％が被災者のお

手元に届いています。（保留されている義援金も順次送金しています） 

被災地には、これからも息の長い支援が必要になります。今後とも継続

的なご支援をいただけますよう、よろしくお願いします。 

 

（写真提供：「赤い羽根の災害支援ブックレット」中央共同募金会より） 

  



 

 

 

東日本大震災で寄せられた義援金とその配付状況のご報告 

 

 [全体状況]  

中央共同募金会と日本赤十字社、日本放送協会、ＮＨＫ厚生文化事業団の四団体

に国内外の皆様方から寄せられた東日本大震災の義援金は、平成２４年１２月２８

日現在で３，６３７億円です。皆様方の温かいご支援に深く感謝申し上げます。  

この義援金は、まず被災都道県に送金され、各都道県の義援金配分委員会で被災者

への配付基準が定められます。その上で、市町村を通じ、銀行口座振込などにより、

被災者の御手元に届けられています。 

中央共同募金会等では、義援金配分割合決定委員会の決定（※）により、被災都

道県に送金し、現在までに募金総額の９９％の３，６０３億円を送金しています。  

被災都道県では、送金された額の９８％に当たる３，５４３億円を市町村に送金

し、このうち、市町村では、被災者のお手元に９５％の３，３８１億円をお届けし

ています。義援金は、その後寄せられた義援金であり、今後も定期的に送金してい

く予定です。一方、都道府県、市町村では、送金された義援金の配分基準を随時決

定し、配付しているところです。  

（※）義援金配分割合決定委員会決定事項  

○第１回（平成２３年４月）  

・死亡・行方不明者 １人当たり ３５万円  

・住宅全壊（焼） １戸当たり ３５万円  

・住宅半壊（焼） １戸当たり １８万円  

・原発避難関係世帯 １世帯当たり ３５万円  

○第２回（平成２３年６月）  

・被災の程度に応じて被災都道県に配分する。この際、便宜、死亡・行方不明者の数、全・半壊

の戸数、原発避難関係世帯の数を、被災の程度の指標とする。  

・特段の事情がない限り、このルールに基づき定期的に被災自治体に配分する。  

○第３回（平成２３年１２月）決定事項  

【９月３０日までの受付分】  

・被害指標により、第２次配分ルールに基づきその全額を配分し、義援金募集期間終了後被害状

況を確定し精算する。残余があった場合には追加配分する。  

【１０月以降受付分】  

・被害指標により、第２次配分ルールに基づき配分し精算は行わないこととし、各都道県の配分

委員会で配分基準を検討する。その際、震災遺児・孤児等の被災者支援基金に積み立てるなど、

義援金の効果的な活用を期待する。 

（資料：厚生労働省ホームページ 東日本大震災関連情報より） 


